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論壇
は
じ
め
に

こ
こ
数
年
、
米
中
両
国
間
の

対
立
は
激
化
し
て
い
る
。
そ
の

は
ざ
ま
に
あ
る
日
系
企
業
は
、

生
産
拠
点
や
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
の
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。

本
稿
で
は
、
米
中
そ
れ
ぞ
れ

の
経
済
政
策
の
変
化
を
追
い
、

中
国
へ
進
出
し
て
い
る
日
系
企

業
が
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
す
る
場

合
の
リ
ス
ク
、
し
な
い
場
合
の

リ
ス
ク
を
分
析
す
る
。

米
国
政
府
の
対
応

2
0
2
0
年
ト
ラ
ン
プ
前
政

権
下
、
米
国
は
そ
れ
ま
で
の
中

国
関
与
政
策
を
競
争
国
認
定
へ

大
転
換
し
た
。
マ
イ
ク
・
ポ
ン

ペ
イ
オ
前
国
務
長
官
の
ハ
ド
ソ

ン
研
究
所
に
お
け
る
演
説
は
、

象
徴
的
で
あ
る
。

「
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
か
つ

て
、
中
国
共
産
党
に
世
界
を
開

い
た
こ
と
で
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
を
作
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い

る
。』と
語
っ
た
。
…
我
々
は
、

や
が
て
中
国
が
豊
か
に
な
れ
ば

国
内
市
場
は
開
放
さ
れ
、
脅
威

は
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
期
待

し
て
い
た
。
…
中
国
共
産
党
の

習
近
平
総
書
記
は
、
破
綻
し
た

全
体
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

真
の
信
奉
者
だ
。
…
我
々
だ
け

で
こ
の
脅
威
に
立
ち
向
か
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
国
連
、
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
、
Ｇ
7
、
Ｇ
20
と
協
力
し
、

我
々
の
経
済
・
外
交
・
軍
事
の

力
を
組
み
合
わ
せ
、
大
き
な
勇

気
を
も
っ
て
注
げ
ば
、
こ
の
脅

威
に
十
分
対
処
で
き
る
は
ず

だ
。」
ⅰ

バ
イ
デ
ン
政
権
下
に
お
い
て

も
、
対
中
制
裁
の
続
行
、
多
国

間
輸
出
管
理
体
制
を
同
盟
国
の

間
で
構
築
す
る
と
い
う
点
で
、

基
本
政
策
は
概
ね
引
き
継
が
れ

て
い
る
。

中
国
人
民
解
放
軍
は
2
0
1

5
年
頃
か
ら
、
軍
民
融
合
発
展

戦
略
を
国
策
に
し
て
、
民
間
技

術
を
軍
事
転
用
し
、
す
さ
ま
じ

い
勢
い
で
軍
備
拡
張
し
て
い

る
。警

戒
し
た
米
国
は
、
2
0
1

8
年
「
国
防
権
限
法
2
0
1

9
」
に
お
い
て
中
国
通
信
関
連

5
社
を
指
定
し
て
、
米
国
政
府

機
関
と
の
取
引
か
ら
排
除
し

た
ⅱ
。2
0
2
1
年
12
月
に
は
、

人
権
侵
害
に
つ
な
が
る
顔
認
証

シ
ス
テ
ム
の
セ
ン
ス
タ
イ
ム

（
商
湯
集
団
）
を
「
中
国
軍
産

複
合
企
業
」
と
し
て
指
定
し
米

国
民
（
個
人
・
法
人
共
）
に
よ

る
投
資
を
禁
止
し
た
。
同
様
に

メ
グ
ビ
ー
（
曠
視
科
技
）
も
米

国
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
リ
ス
ト
に

登
録
さ
れ
た
。

2
0
2
2
年
10
月
7
日
、
米

国
商
務
省
は
、
半
導
体
製
造
装

置
の
対
中
輸
出
規
制
を
さ
ら
に

厳
格
化
す
る
と
発
表
し
た
。
米

国
内
の
企
業
は
10
月
27
日
か

ら
、
外
国
企
業
も
2
0
2
3
年

4
月
7
日
ま
で
の
猶
予
期
間
を

設
け
た
上
、
順
次
こ
の
法
律
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

中
国
共
産
党
の
政
策

2
0
2
2
年
10
月
16
日
か
ら

開
催
さ
れ
た
第
20
回
党
大
会
に

お
い
て
、
習
近
平
政
権
は
第
3

期
目
に
突
入
す
る
こ
と
が
確
定

し
た
。
国
家
の
上
に
共
産
党
が

あ
る
と
い
う
中
国
で
は
、
5
年

に
1
回
行
わ
れ
る
党
大
会
の
内

容
が
そ
の
ま
ま
5
年
間
の
国
策

に
な
り
、
人
民
解
放
軍
の
方
向

性
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
い

る
。習

近
平
は
父
・
習
仲
勳
の
果

た
せ
な
か
っ
た
党
総
書
記
に
登

り
つ
め
た
ⅲ
だ
け
で
な
く
、
終

身
国
家
主
席
で
い
ら
れ
る
よ
う

に
着
々
と
環
境
を
整
え
て
き

た
。
2
0
2
1
年
11
月
の
六
中

全
会
で
憲
法
を
改
正
、
国
家
主

席
の
任
期
を
2
期
と
す
る
規
定

を
撤
廃
し
た
。

習
近
平
政
権
の
政
策
は
、

「
超
限
戦
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。「
超
限
戦
」
は
、
経
済
、

ハ
イ
テ
ク
、
金
融
、
工
業
、
言

論
、
サ
イ
バ
ー
等
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
戦
争
の
手
段
と
し
、
戦
場

と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
構

想
だ
。
中
国
は
「
超
限
戦
」
の

一
環
と
し
て
、
次
の
3
段
階
の

行
動
計
画
を
掲
げ
て
い
る
。

①
「
中
国
製
造
2
0
2
5
」
…

2
0
2
5
年
ま
で
に
半
導
体
や

電
気
自
動
車
、
航
空
宇
宙
等
の

重
点
分
野
の
国
産
比
率
の
向
上

を
目
指
す
。

②
「
中
国
標
準
2
0
3
5
」
…

2
0
3
5
年
ま
で
に
、
製
造
強

国
と
し
て
中
堅
地
位
を
占
め

る
。

③
「
中
国
製
造
2
0
4
9
」
…

中
華
人
民
共
和
国
建
国
百
周
年

の
2
0
4
9
年
に
は
、
米
国
を

凌
駕
し
て
世
界
一
の
工
業
大
国

に
な
る
。

「
一
帯
一
路
」は「
超
限
戦
」

構
想
の
一
部
で
、
西
側
諸
国
と

は
別
の
経
済
圏
を
形
成
し
沿
線

国
の
経
済
を
中
国
依
存
に
組
み

込
む
計
画
で
あ
る
。

ま
た
、
外
国
の
制
裁
に
対
抗

し
て
、
中
国
は
次
の
措
置
を
取

っ
て
い
る
。

2
0
1
0
年
の
「
国
防
動
員

法
」
は
、
有
事
の
際
に
外
国
資

本
の
工
場
や
物
資
を
自
由
に
接

収
で
き
る
法
律
で
あ
る
。

2
0
1
7
年
の
「
国
家
情
報

法
」
は
、
中
国
の
情
報
活
動
に

関
す
る
基
本
方
針
で
中
国
国
民

全
員
に
ス
パ
イ
活
動
を
義
務
付

け
る
法
律
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
法
律
を
土
台
に
、

中
国
は
2
0
2
0
年
以
降
、
相

継
い
で
サ
イ
バ
ー
三
法
ⅳ
を
制

定
し
た
。
2
0
2
1
年
11
月
の

「
個
人
情
報
保
護
法
」
は
個
人

情
報
の
域
外
移
転
も
含
む
義
務

規
定
で
、
越
境
電
子
商
取
引

（
Ｅ
Ｃ
）
に
お
け
る
個
人
情
報

の
取
扱
い
の
他
、
日
本
本
社
に

よ
る
中
国
駐
在
員
の
行
為
評
価

等
を
分
析
す
る
場
合
に
も
適
用

さ
れ
る
。

2
0
2
0
年
の
「
輸
出
管
理

法
」
は
、
両
用
品
（
デ
ュ
ア
ル

ユ
ー
ス
）・
軍
用
品
・
核
等
関

連
技
術
に
関
す
る
輸
出
許
可
の

管
理
規
則
で
、
輸
出
許
可
の
対

象
に
技
術
輸
出
の
他
、
貨
物
と

役
務
を
含
む
。
中
国
人
技
術
ス

タ
ッ
フ
か
ら
中
国
現
地
法
人
の

日
本
人
駐
在
員
へ
の
技
術
情
報

の
伝
達
も
み
な
し
輸
出
に
該
当

す
る
。

2
0
2
1
年
6
月
に
施
行
さ

れ
た
「
反
外
国
制
裁
法
」
は
、

対
抗
措
置
の
集
大
成
で
あ
る
。

差
別
的
措
置
を
実
行
し
た
外
国

の
企
業
や
個
人
に
対
し
、
中
国

の
裁
判
所
に
損
害
賠
償
請
求
が

可
能
に
な
る
。「
差
別
的
な
制

裁
措
置
」
の
定
義
が
不
明
確
で

恣
意
的
に
運
用
さ
れ
る
可
能
性

を
含
む
う
え
、
制
裁
対
象
リ
ス

ト
に
記
載
さ
れ
る
と
、
リ
ス
ト

記
載
者
の
配
偶
者
や
直
系
親
族

等
関
係
者
も
制
裁
対
象
と
な

る
。日

系
企
業
は
、
米
国
等
の
中

国
に
対
す
る
制
裁
措
置
の
処
罰

リ
ス
ク
と
、
中
国
で
の
損
害
賠

償
リ
ス
ク
の
板
挟
み
に
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
。

デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
し
な
い
場
合

中
国
と
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
し

な
い
リ
ス
ク
と
し
て
、
日
系
企

業
が
欧
米
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
る
と
い

う
リ
ス
ク
が
あ
る
。

最
近
の
事
例
で
は
、
2
0
2

3
年
施
行
予
定
で
「
中
国
で
複

合
機
や
プ
リ
ン
タ
ー
等
の
オ
フ

ィ
ス
機
器
を
対
象
と
す
る
ハ
イ

テ
ク
製
品
の
外
資
排
除
を
拡
大

す
る
」と
の
発
表
が
あ
っ
た
。日

系
企
業
を
含
む
外
資
企
業
は
、

中
核
技
術
を
中
国
に
渡
す
か
、

中
国
市
場
か
ら
事
実
上
撤
退
す

る
か
、
の
判
断
に
迫
ら
れ
る
。ⅴ

中
国
国
内
経
済
は
、「
共
同

富
裕
」
政
策
に
よ
り
停
滞
が
続

く
と
い
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。
中

国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
約
三
割
を
占
め

る
と
い
わ
れ
た
不
動
産
関
連
業

界
だ
が
、
2
0
2
1
年
9
月
大

手
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
恒
大
集
団

の
デ
フ
ォ
ル
ト
危
機
を
き
っ
か

け
に
、
大
幅
に
減
退
し
た
。
過

熱
気
味
だ
っ
た
不
動
産
業
界
の

投
機
的
な
勢
い
ⅵ
は
、
教
育
費

の
高
騰
、
学
習
塾
の
乱
立
を
招

い
た
。
優
良
小
学
校
に
入
学
す

る
に
は
優
良
不
動
産
を
所
有
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
教
育

費
の
高
騰
で
少
子
化
に
拍
車
が

か
か
り
、
習
近
平
は
「
共
同
富

裕
」
を
呼
び
か
け
投
機
的
な
動

き
を
規
制
し
た
。

2
0
2
2
年
3
月
末
、
上
海

市
に
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
政
策
に
よ
る

厳
格
な
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
行
わ

れ
、
工
場
が
稼
働
で
き
な
く
な

り
、
物
流
や
生
活
に
深
刻
な
影

響
を
与
え
た
。
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
政

策
の
続
行
は
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス

ク
の
一
つ
で
あ
る
。

デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
す
る
場
合

社
会
主
義
国
家
に
お
い
て

は
、
自
由
な
資
本
取
引
が
で
き

な
い
。
企
業
が
投
下
し
稼
得
し

た
利
益
を
回
収
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
。
解
散
・
通
常
清
算
の

手
続
き
に
は
、
少
な
く
と
も
6

カ
月
〜
1
年
、
通
常
で
も
2
、

3
年
は
か
か
る
。
撤
退
の
際
に

は
債
務
超
過
で
な
い
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
た
め
、
日
本
の
本
社

が
現
地
法
人
に
資
金
供
給
を

し
、
債
務
超
過
を
解
消
さ
せ
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。
貸
付
に
つ
い

て
は
、
外
貨
管
理
規
制
の
関
係

上
、
投
注
差
限
度
額
の
範
囲
で

の
み
実
施
可
能
で
あ
る
ⅶ
。
清

算
手
続
き
に
入
る
と
増
資
や
借

入
が
困
難
な
の
で
、
資
金
供
給

は
事
前
に
行
な
う
必
要
が
あ

る
。
従
業
員
の
解
雇
等
は
大
規

模
ス
ト
等
の
社
会
問
題
に
な
り

か
ね
な
い
た
め
、
格
別
の
配
慮

が
必
要
で
あ
る
。

デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
を
本
格
的

に
進
め
る
に
は
、
ま
ず
は
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
再
構
築
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
産

業
省
は
令
和
2
年
「
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
の
国
内
投
資
促
進
事

業
費
補
助
金
」
制
度
を
実
施
し

て
は
い
る
が
、
制
度
の
規
模
も

適
用
範
囲
も
限
定
的
で
あ
る
。

参
考
と
し
て
、
米
国
の
取
組

み
を
挙
げ
た
い
。
2
0
2
2
年

8
月
成
立
の
「
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
及

び
科
学
法
」
は
、
国
内
半
導
体

産
業
の
進
行
と
長
期
的
な
科
学

技
術
力
強
化
を
目
的
と
す
る
大

型
の
補
助
金
・
税
額
控
除
で
あ

る
が
、
そ
の
受
給
要
件
と
し
て

中
国
等
で
10
年
間
半
導
体
関
連

の
製
造
能
力
を
拡
張
し
な
い
こ

と
に
合
意
す
る
こ
と
、
と
規
定

し
て
い
る
。
更
に
バ
イ
デ
ン
政

権
は
、
世
界
の
半
導
体
製
造
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
と
し
て
「
チ

ッ
プ
4
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
」
と
い

う
協
力
枠
組
み
を
日
本
・
韓
国

・
台
湾
に
提
唱
し
て
い
る
。

日
本
は
こ
れ
ら
の
動
き
に
呼

応
し
て
、
日
系
企
業
が
国
内
回

帰
し
国
内
雇
用
が
拡
大
す
る
よ

う
、
生
産
設
備
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
改
正
外
為
法
を

よ
り
堅
固
に
し
、
日
本
版
エ
ン

テ
ィ
テ
ィ
リ
ス
ト
を
作
成
し

て
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
を
整
備
す
る
、
中
国
か
ら

撤
退
し
て
国
内
に
戻
る
際
の
損

失
を
別
枠
の
特
別
損
失
に
計
上

し
繰
越
控
除
が
で
き
る
よ
う
税

法
上
の
特
別
措
置
を
設
け
る
等

の
支
援
対
策
を
打
ち
出
し
て
欲

し
い
。

お
わ
り
に

今
後
税
理
士
に
は
、
顧
問
先

が
機
微
技
術
を
守
る
た
め
の
経

済
安
全
保
障
の
基
礎
知
識
や
国

内
外
の
情
勢
を
共
有
す
る
知
見

が
求
め
ら
れ
る
。

対
中
ビ
ジ
ネ
ス
は
、「
改
革

開
放
」
の
1
9
9
0
年
代
に
は

お
よ
そ
想
像
が
つ
か
な
い
ほ
ど

フ
ェ
ー
ズ
が
変
化
し
た
。
中
国

進
出
歴
が
30
年
を
超
え
る
よ
う

な
企
業
に
は
、
過
去
の
成
功
体

験
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
未
来
の
冷

静
な
経
営
計
画
に
期
待
し
た

い
。

【
参
考
文
献
】

「
図
解

中
国
ビ
ジ
ネ
ス
税
法

第
5
版
」
太
陽
グ
ラ
ン
ト
ソ
ン
ト

ン
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ズ
株
式
会
社

著

税
務
経
理
協
会

「
経
済
安
全
保
障
リ
ス
ク
」
平
井

宏
治
著

育
鵬
社

「
中
国
共
産
党
建
党
1
0
0
年
秘

史

習
近
平
父
を
破
滅
さ
せ
た
鄧

小
平
へ
の
復
讐
」
遠
藤
誉
著

ビ

ジ
ネ
ス
社

「
中
国
の
経
済
安
全
保
障
に
関
す

る
制
度
情
報
」
日
本
貿
易
振
興
機

構
（
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
）

2
0
2
2

年
9
月
26
日
更
新

「
尖
鋭
度
を
増
す
米
中
の
諸
規
則

の
動
向
と
留
意
点
」
2
0
2
1
年

7
月
7
日

Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
事
務
局

『
超
限
戦

21
世
紀
の
「
新
し
い

戦
争
」』
喬
良
／
王
湘
穗
著

角
川

新
書

2
0
2
0
年
6
月
30
日

「
米
中
対
立
に
出
口
見
え
ず
、
振

り
回
さ
れ
る
企
業
は
ど
う
動
く

今
後
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
構
築

を
探
る
」
日
本
貿
易
振
興
機
構
（
Ｊ

Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
）

2
0
2
2
年
9
月

16
日

ⅰ

“Com
m
unist

China
and

the
Free

W
orld’s

Futur

e ”
July23,

2020

ⅱ

フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
、
Ｚ
Ｔ
Ｅ
、

ハ
イ
テ
ラ
、
ハ
イ
ク
ビ
ジ
ョ

ン
、
ダ
ー
フ
ァ
の
通
信
大
手

で
あ
る
。

ⅲ

遠
藤
誉
教
授
に
よ
る
と
、
習

仲
勳
は
鄧
小
平
の
陰
謀
に
よ

り
16
年
間
冤
罪
投
獄
さ
れ
た

と
い
う
。

ⅳ

「
サ
イ
バ
ー
安
全
法
」「
デ
ー

タ
安
全
法
」「
個
人
情
報
保
護

法
」

ⅴ

中
国
、
ハ
イ
テ
ク
で
外
資
「
排

除
」
中
核
技
術
の
移
転
求
め

る

日
本
経
済
新
聞

2
0

2
2
年
7
月
5
日
電
子
版

ⅵ

2
0
1
6
年
に
国
営
新
華
社

通
信
は
マ
ン
シ
ョ
ン
供
給
量

が
34
億
人
分
、
人
口
（
約
14

億
人
）
の
2
倍
超
に
達
し
た

と
報
じ
た
。

ⅶ

中
国
会
計
・
税
務
実
務
ニ
ュ

ー
ス
レ
タ
ー
「
中
国
子
会
社

の
清
算
に
先
立
つ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
実

施
に
あ
た
っ
て
の
税
務
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て
」
2
0
2

2
年
8
月

太
陽
グ
ラ
ン
ト

ソ
ン
ト
ン

米
中
対
立
時
代
に
お
け
る
、日
系
企
業
の

デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
の
可
否

木内弘美
【大森】
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